
 

 

 北海道エネライン株式会社 行動計画 

 

 社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うた

め、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 令和２年 ８月 １日～令和７年 ７月３１日までの５年間 

 

２．内容 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和 ２年 ８月～ 年次有給休暇の取得状況について実態を把握 

●令和 ２年 ９月～ 社内検討委員会での検討開始 

●平成 ２年 ９月～ 有給休暇取得予定表の掲示や、取得状況のとりまとめなどによ

る取得促進のための取組の開始 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 

＜対策＞ 

 ●令和 ２年 ８月～ 若年者を積極的に雇入れるため、就業体験機会を提供する。 

トライアル雇用など通じて採用を推進する。 

 

 

 

 

目標１：令和７年７月までに、年次有給休暇の取得日数を、一人当たり 平均年間 

８日以上とする。 

 

目標２：若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇

用等を通じた雇入れ、適正な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改

善又は職業訓練の推進 

 
 
 


